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　平成27年度常陸大宮市職員採用試験（平成28年4月1日採用予定）を次のとおり実施します。

【試験区分及び採用予定人数】

【受験資格】

【欠格事項】次の方は受験できません。
　・　日本の国籍を有しない方
　・　成年被後見人または被保佐人（準禁治産者を含む）である方
　・　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの方
　・　本市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過していない方
　・　日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を
　　　結成し、またはこれに加入した方

【試験の概要】

※作文試験は第1次試験日に実施しますが、第1次試験合格者を対象として評定します。

〈記号の見方〉
　：問い合わせ　　　：申し込み先　　　：常陸大宮市役所　　　：山方総合支所　　　：美和総合支所　　　：緒川総合支所
　　：御前山総合支所　　　：市教育委員会　　　：山方事務所　　　：美和事務所　　　：緒川事務所　　　：御前山事務所
　　　　：総合保健福祉センター（かがやき）　　  ：社会福祉協議会　Ｇ：グループ
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常陸大宮市職員採用試験について

試験区分 採用予定人数 職　務　内　容

一般事務 十数名 市長部局または教育委員会等に勤務し、一般事務に従事します。

保 健 師 若干名 　市健康推進課等に配属され、健康づくりや介護予防事業等の保健師業務
に従事します。

一般事務

①大学卒 　昭和60年4月2日以降に生まれた方で、学校教育法に基づく4年制大学を卒業
した方または平成28年3月末日までに卒業見込みの方

②短大・
高校卒等

次のいずれかに該当する方
ア　昭和60年4月2日以降に生まれた方で、学校教育法に基づく短期大学または

高等学校を卒業した方もしくは平成28年3月末日までに卒業見込みの方
イ　昭和60年4月2日から平成10年4月1日までに生まれた方で、高等学校卒業

程度の学力を有する方

保　健　師 昭和60年4月2日以降に生まれた方で、保健師の資格を有する方または平成28
年3月末日までに取得見込みの方

  第1次試験
教養試験
作文試験
適性検査

9月20日(日)　
受　　付/8:30　　
試験開始/9:30
試験会場　常陸大宮市役所（常陸大宮市中富町3135-6）

第2次試験 口述試験 (第1次合格者を対象として11月上旬に実施予定)

合格者の発表 1次合格者･･･10月中旬(予定)、最終合格者･･･12月上旬(予定)

採用予定年月日 平成28年4月1日
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【試験方法及び内容】
 (1)　第１次試験

(2)　第２次試験（第１次試験の合格者に対してのみ行います）

◎第２次試験合格者のみ
　　身体検査　・・・　職務遂行に必要な健康度を有するかの検査（医療機関において診断を受け、身
　　　　　　　　　　　体検査書を提出していただきます）
　　資格調査　・・・　受験資格の有無等を調査

【受験手続及び受付期間】
　◎受付期間　　７月１日(水）～ 31日(金）9:00 ～ 17:00  
　　　　　　　　※ 土・日曜日、祝日は除く。郵便の場合は７月31日17:00到着分まで
　◎申 込 先　　総務部総務課（本庁３階）　〒319-2292  常陸大宮市中富町3135-6
　◎申込方法　　直接持参または郵送
　◎提出書類　　①試験申込書1部　②付属調書1部（職種区分を明記）③資格取得者は免許状の写し
　◎申込書の請求方法
　　　試験申込書及び試験案内は、6月22日(月)から本庁総務課または各総合支所市民福祉課で請求で
　　きます。
　　　なお郵便請求は、本庁総務課のみで受け付けます。封筒の表に「職員採用試験申込書請求」と朱
　　書きし、試験区分の職種及び「大学卒」、「短大・高校卒等」の区分を明記のうえ、140円分の切手
　　をはった宛先明記の返信用封筒（Ａ４サイズの用紙が折らずに入るサイズの封筒）を同封してくだ
　　さい。

○受付期間
　【インターネット】　7月14日（火）10:00 ～ 23日（木）
　【郵　　　　　送】　7月14日（火）～ 17日（金）消印有効
　　　　　　　　　　※郵送での申込書は、必ず簡易書留便で提出してください。
○試 験 日
　・第一次試験　期日：9月13日（日）
　　　　　　　　種目：基礎能力試験（多肢選択式）・作文試験
　・第二次試験　期日：10月中旬～下旬
　　　　　　　　種目：人物試験（個別面接）
※受験案内は、ウェブサイト（http://www.courts.go.jp/saiyo/index2.html）または裁判所で配布し
　ている受験案内をご覧ください。その他、詳しくは下記までお問い合わせください。

平成27年度裁判所職員一般職試験（裁判所事務官・高卒者区分）のお知らせ

区　分 方　　　　　　　　　法

教養試験
作文試験

大 学 卒

　公務員として必要な一般的知識、知能について、大学で履修（社会科学、
人文科学、自然科学、判断推理、文章理解(英語を含む)、数的推理、資料解釈）
した程度の問題について、択一式による筆記試験を行います。
　文章表現力等について作文試験を行います。

短大・
高校卒等

公務員として必要な一般的知識、知能について、高等学校で履修（国語、
社会、理科、数学、文章理解(英語を含む)、判断推理、数的推理、資料解釈）
した程度の問題について、択一式による筆記試験を行います。

文章表現力等について作文試験を行います。
適性検査 職場への適応性等について検査します。

区　分 方　　　　　　　　　法
口 述 試 験 個別面接により、人物像や能力などについて評定を行います。
作 文 試 験 第1次試験の際に実施した作文を評定します。

　 　　総務課職員G ☎52-1111　内線321　　 53-6010  　　　soumu@city.hitachiomiya.lg.jp問 本庁 FAX

 　水戸地方裁判所事務局総務課人事第一係　☎029-224-8421問


